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赤穂市認定地域クラブ活動団体の設置及び運営等に係るガイドライン 

赤穂市教育委員会 

１ 趣旨 

部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン（令和７年１２月２２

日付け７ス庁第１８３９号スポーツ庁次長・文化庁次長・文部科学省初等中等教育局長通知別添

２以下「国のガイドライン」という。）に基づき、赤穂市では、「赤穂市の部活動地域展開につい

て」（令和８年１月14日付）を踏まえて、その受け皿となる認定地域クラブ活動団体の適切な設

置及び運営を確保するため、赤穂市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は認定地域クラブ

活動に求める基本的な事項等をとりまとめた「赤穂市認定地域クラブ活動団体の設置及び運営等

に係るガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策定します。 

 

２ 認定地域クラブ活動とは 

（１）認定地域クラブ活動 地域でスポーツ又は文化芸術活動を行っている地域クラブ活動のう

ち、赤穂市立中学校の学校部活動を継承、発展させたもので、教育委員会が認定した活動

をいう。 

（２）地域クラブ活動 地域でスポーツ及び文化芸術活動を行っている任意の団体で、教育委員

会が認定地域クラブ活動として認定していない活動をいう。 

 

３ 認定地域クラブ活動の目的 

（１）認定地域クラブ活動の活動を通して、生徒たちが生涯にわたって多様なスポーツ・文化芸

術活動に取り組む場を確保します。 

（２）地域の指導者等を中心に、地域を基盤とした社会教育として認定地域クラブ活動を推進す

ることで生徒の心身の健全育成を図ります。 

（３）教職員の働き方改革の一環として、学校部活動に従事する負担を軽減することにより、生

徒に向き合う時間の確保と地域と連携した教育活動の質の向上を図ります。 

 

４ 認定地域クラブ活動の設置について 

（１）申請と認定等について 
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① 認定地域クラブ活動を設置しようとする団体は、生徒や保護者が安心して安全に活動でき

るよう、ガイドラインに示す事項を遵守することを条件とします。 

② 認定地域クラブ活動を設置しようとする団体は、赤穂市における認定地域クラブ活動の趣

旨、条件等を理解したうえで、生徒が生涯にわたってスポーツ・文化芸術に親しむ機会の確

保と、心身の健全育成等を図るための指導方針を明確に示す「申請書兼誓約書」等の必要書

類を作成してください。 

③ 認定地域クラブ活動を設置しようとする団体は、赤穂市認定地域クラブ活動申請書兼誓約

書（（様第第１号）、赤穂市認定地域クラブ活動指導者登録申請書兼誓約書に関係書類を添えて

教育委員会に提出してください。 

④ 教育委員会は、申請団体の活動内容等を審査し、赤穂市における認定地域クラブ活動とし

て認定し、赤穂市認定地域クラブ活動認定通知書（様第第２号）により通知をします。 

⑤ 教育委員会は、認定地域クラブ活動の活動状況等について把握に努め、適切な運営等につ

いて指導助言を行います。登録条件に反する事態が発覚した場合は、協議を行い登録抹消す

るなど所定の対応を行います。 

（２）認定地域クラブ活動の参加対象と応募について 

① 認定地域クラブ活動に参加する生徒は、競技又は実技経験や技量、障害の有無等に関わら

ず、認定地域クラブ活動で活動することを希望する赤穂市内の公立中学校に在籍するすべて

の生徒とします。ただし、市外からの参加もありえるため、教育委員会が特に認めた場合は

この限りではありません。 

② 教育委員会は、生徒が円滑に所属したい認定地域クラブ活動を選択するために、認定地域

クラブ活動一覧表（以下（「一覧表」という。）を作成し、ホームページ等により公表します。

（団体の加入状況等により随時更新します。） 

③ 各中学校は、生徒が所属したい認定地域クラブ活動を選択するための資料として一覧表を

活用し、各認定地域クラブ活動の活動方針、内容等を周知します。 

④ 生徒は、自らが活動したい認定地域クラブ活動を選択し、参加する場合は保護者の同意を

得て、各認定地域クラブ活動所定の申込書等を認定地域クラブ活動に提出します。 

 

５ 認定地域クラブ活動の適切な運営について 

（１）指導者の確保と資質向上について 



 

3 

 

① 認定地域クラブ活動は、生徒にとってふさわしい環境を整備し、安心で安全な活動を確保

するための指導者を配置し、指導技術の担保による専門性や資質・能力を有する指導者の確

保に努めてください。 

② 認定地域クラブ活動の指導者は、生徒の安全・健康面の配慮等、生徒への適切な指導力等

の質を高め、暴言・暴力、行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為の根絶を徹底してくださ

い。 

③ 教育委員会が地域クラブの適切な指導に資することを目的に開催する赤穂市部活動地域展

開運営委員会が開催する研修会を、毎年受講してください。 

④ 運動系認定地域クラブ活動の指導者は、公認スポーツ指導者資格等を取得することが望ま

しいです。 

（２）保険の加入について 

認定地域クラブ活動は、怪我や事故が生じても適切な補償が受けられるように、指導者や参

加する生徒等に対して、自身の怪我等を補償する保険へ必ず加入してください。 

（３）会費の設定と適切な会計処理について 

① 認定地域クラブ活動に参加するための費用は、受益者負担を原則とします。 

② 認定地域クラブ活動は、生徒や保護者等の理解を得ながら、円滑な活動の維持、運営に必

要な範囲で可能な限り低廉な会費を設定してください。 

③ 認定地域クラブ活動は、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営に透明性を確保するた

め、関係者に対する情報開示を適切に行ってください。（「スポーツ団体ガバナンスコード＜

一般スポーツ団体向け＞」準拠） 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/detail/1420888.htm 

（４）適切な活動の確保について 

① 認定地域クラブ活動は、特定の種目や分野に継続的に専念する活動とともに、生徒の希望

や体力等の状況に適したスポーツ・文化芸術に親しむ機会の確保に努めてください。 

② 認定地域クラブ活動は、生徒の安定的・継続的な活動を確保するため、活動場所等を工夫

してください。 

③ 認定地域クラブ活動は、生徒による円滑な活動を確保するために、年間、月間等の活動計

画等を作成し、事前に生徒及び保護者に示してください。 



 

4 

 

④ 教育委員会は適切な活動を確保する観点から、生徒や保護者からのハラスメント等につい

ての相談窓口を設置します。相談があった場合は、認定地域クラブ活動は事実確認等ととも

に、教育委員会の指導助言に対して適切に対応願います。 

 

６ 合理的で効率的・効果的な取組について 

（１）適切な指導の徹底について 

① 認定地域クラブ活動の指導者は、活動において練習効果を得るために休養を適切に取るこ

とが必要であることや、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高めることや、バーン

アウトにつながることを正しく理解し、発達の個人差や成長期における体と心の状態に十分

配慮したうえで指導を行ってください。 

※バーンアウト（燃え尽き症候群）とは、過剰かつ慢性的なストレスを受けた結果として生

じる情緒的消耗感。 

② 指導者は、活動にあたっては生徒の安全・健康面に配慮するとともに、暴力・暴言、行き

過ぎた指導、あらゆるハラスメント等の根絶を徹底してください。 

（２）活動日、活動時間、活動場所、及び適切な休養日等の設定について 

認定地域クラブ活動は生徒に無理のない活動とし、次に掲げる活動時間、適切な休養日の設

定を原則として活動してください。ただし、各認定地域クラブ活動の実情を踏まえ、教育委員

会と協議のうえ生徒に無理のない範囲内で柔軟に対応できることとします。 

① 認定地域クラブ活動の活動時間は、生徒の心身の成長に配慮して、健康に生活を送れるよ

う適切な休養日等を設定してください。 

② 学校の学期中は、週当たり２日以上の休養日を設けてください。平日は少なくとも１日、

休日においても１日以上を休養日としてください。 

③ 休日に大会参加、練習試合等により活動した場合は、休養日を他の日に振り替えてくださ

い。 

④ 学校の長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行ってください。また、生徒

が十分な休養を取ることができるように、ある程度の長期の休養期間を設けてください。 

⑤ 一日の活動時間は、平日は長くとも２時間程度、休日（学校の長期休業中を含む。）は原則

として３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行って

ください。 
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⑥ 休養日、活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、参加す

る生徒の学校行事や定期試験等とともに地域の行事等に配慮してください。 

 

７ 安全に配慮した適切な指導について 

（１）生徒の自己指導能力の育成について 

① 指導者は、生徒の健康管理について注意喚起を図り、生徒自らが体調の変化に応じて練習

を軽減したり中止したりするなど、怪我や事故を回避する能力を育成してください。 

② 指導者は、生徒が自分自身や他人の安全を積極的に確保できるように指導してください。 

（２）安全指導の充実について 

① 認定地域クラブ活動は、指導の充実とともに、様々な状況に適切に対応するために複数の

指導者による活動を原則とします。また、指導者と生徒間で約束された安全面に十分に留意

した練習内容で活動することとし、指導者は状況に応じて臨機応変に練習内容の変更の判断

をしてください。 

② 指導者は、活動中の急な天候の変化（雷、竜巻等）や自然災害の発生（大雨、地震等）に

伴う危険を理解・予測し、安全面に十分配慮して活動してください。そのために、地域クラ

ブで気象警報発表時の対応や緊急連絡体制について適切に整備してください。資料に対応の

例として「気象警報等発令の対応ガイドライン《保護者用》」（赤穂市教育委員会）を掲載し

ていますので参考にしてください。 

③ 指導者は、予測される危険性の事前確認や、用具・練習場所の安全確認と、正しい使用方

法を指導してください。また、使用前の安全確認の習慣化や、準備・片付け等の安全指導に

ついて十分に行ってください。特に新１年生をはじめ、経験が少なく器具等の扱いや活動内

容について不慣れな生徒もいることから、安全に十分配慮した指導を行ってください。 

（３）生徒の健康管理について 

① 指導者は、活動前後に個々の生徒の健康観察をすることはもとより、生徒の心身に与える

影響を考慮して、活動中も生徒の心身の健康状態を把握し、生徒の動きや顔色等、変化に応

じて柔軟な指導を行ってください。 

② 指導者は、定期考査や学校行事を考慮し、生徒の心身の健康状態やその時々の体調に応じ

た無理のない活動内容としてください。 

（４）熱中症に対する予防の徹底について 
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指導者は、生徒の安全確保の観点から、各種目等の特性を踏まえて熱中症対策に適切に取り

組んでください。資料に対策の例として（「救急対応フローチャート」（赤穂市部活動地域展開運

営委員会）を掲載していますので参考にしてください。 

（５）重大事故発生時の対処について 

① 認定地域クラブ活動は、年度当初に重大事故発生時の対応手順等について確認してくださ

い。 

② 指導者は、応急手当や救命措置、心肺蘇生法の正しい手順や、ＡＥＤの設置場所と使用方

法を理解し、事故発生時には確実に実践してください。（ 

③ 万一、重大事故が発生した時は、指導者は「生命の確保」を第一に、救急搬送等について

迅速かつ適切に対応するとともに、保護者や関係機関に速やかに連絡し、十分に連携を図っ

てください。 

④ 重大事故が発生した場合は、認定地域クラブ活動は事故の状況とその対応等について、教

育委員会に連絡してください。 

（６）生徒指導に係る問題への対応 

① 認定地域クラブ活動の活動中に生徒同士のトラブルやいじめが発生した場合は、認定地域

クラブ活動が主体となり、保護者及び学校と適切に連携しながら責任をもって問題の解決に

あたってください。 

② 特に、生徒間のいじめを認知した場合は、学校と適切に連携しながら、事実に基づいて解

決を図ってください。 

③ 問題解決が困難な場合は、教育委員会とも連携を図ってください。 

 

８ 学校との適切な連携について 

（１）生徒の望ましい成長の保障 

① 認定地域クラブ活動は、これまでの学校部活動の意義や役割について継承・発展させ、生

徒の発達段階やニーズに応じた多様な活動ができるよう、学校教育関係者等と必要な連携が

できるように留意してください。 

② 認定地域クラブ活動における生徒指導上の問題が、生徒の学校生活に影響する場合も想定

されるため、生徒の望ましい成長を保障していく観点から、認定地域クラブ活動は学校に適

切に情報提供し、連携しながら解決にあたってください。 
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（２）地域全体で生徒の活動支援 

認定地域クラブ活動として生徒の活動状況や、スケジュール等について学校と共通理解を図

りながら適切に連携してください。学校としても役割を自覚し、認定地域クラブ活動と適切に

連携しながら、地域全体で生徒の望ましい成長を保障する環境づくりに努めます。 

 

９ 大会参加について 

（１）運動部系認定地域クラブ活動の対応について 

① 中学校体育連盟（以下「中体連」という。）をはじめとする各種大会は、活動の成果発表の

場として認定地域クラブ活動から参加することを原則とします。 

② 中体連大会参加にあたっては、認定地域クラブ活動は当該競技を管轄する中央競技団体も

しくは（公財）兵庫県スポーツ協会加盟競技団体に登録するとともに、定められた期間内に

赤穂市部活動地域展開運営委員会事務局に認定地域クラブ活動認定手続きを申請し、認定を

受けてください。また、県中体連が示す参加資格や競技毎に示される細則、大会運営への協

力等も含めた規定に基づいて適切に対応してください。 

③ 各種大会に参加するための様々な条件、規定等の情報は、認定地域クラブ活動が各主催者

から収集し、対応してください。 

（２）文化部系認定地域クラブ活動対応について 

① 文化部系認定地域クラブ活動において、活動の成果発表の場として大会やコンクール等に

参加する場合は、上記運動部系認定地域クラブ活動と同様に、認定地域クラブ活動からの参

加を原則とします。 

② 各種大会に参加するための様々な条件、規定等の情報は、認定地域クラブ活動各主催者か

ら収集し、対応してください。 

 

【参考資料】 

・※参考資料 別紙「気象警報等発令の対応ガイドライン《保護者用》」 赤穂市教育委員会  

・別冊「救急対応フローチャート」 赤穂市部活動地域展開運営委員会 


